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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第104期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第105期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第104期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

売上高（百万円） 72,225 73,908 289,015

経常利益（百万円） 1,835 4,472 7,196

四半期純利益又は当期純損失（△）（百万

円）
954 2,773 △1,067

純資産額（百万円） 121,131 105,040 100,107

総資産額（百万円） 213,064 208,419 193,051

１株当たり純資産額（円） 934.12 908.50 866.55

１株当たり四半期純利益金額又は当期純損

失金額（△）（円）
7.43 24.43 △8.66

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 56.0 49.5 51.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
5,163 6,586 16,083

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,294 △2,895 △7,295

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,529 4,857 △4,582

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高（百万円）
23,115 28,315 19,581

従業員数（人） 4,855 4,984 4,882

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また第104期

においては、１株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

  当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 4,984(5,812)

　（注）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 1,114(698)

　（注）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績及び仕入実績

①　当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当第１四半期連結会計期間
   (自平成21年４月１日
    至平成21年６月30日)

前年同四半期比
（％）

菓子（百万円） 17,068 92.0

冷菓（百万円） 12,441 111.3

牛乳・乳製品（百万円） 22,624 108.6

食品（百万円） 4,355 103.4

畜産加工品（百万円） 6,705 97.9

合計（百万円） 63,193 102.6

　（注）１．金額は、販売価格によるものであります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②　当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当第１四半期連結会計期間
　 (自平成21年４月１日
　  至平成21年６月30日)

前年同四半期比
（％）

菓子（百万円） 1,640 87.1

冷菓（百万円） 4,754 90.4

牛乳・乳製品（百万円） 667 91.7

食品（百万円） 912 103.1

畜産加工品（百万円） 892 104.1

合計（百万円） 8,865 92.2

　（注）１．金額は、仕入価格によるものであります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社は、受注生産は行わず、すべて見込生産によっております。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称
当第１四半期連結会計期間
   (自平成21年４月１日
    至平成21年６月30日)

前年同四半期比
（％）

菓子（百万円） 20,074 98.1

冷菓（百万円） 17,328 108.9

牛乳・乳製品（百万円） 22,436 102.9

食品（百万円） 5,792 101.5

畜産加工品（百万円） 8,276 99.2

合計（百万円） 73,908 102.3

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

    当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。   

 

３【経営上の重要な契約等】

  　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況　

  当第１四半期連結会計期間の業績は、以下のとおりであります。

売上高は、菓子部門及び畜産加工品部門は減収となりましたが、冷菓部門、牛乳・乳製品部門、食品部門が増収と

なったため、全体では73,908百万円(前年同四半期比＋2.3％)となりました。利益面につきましては、売上構成比

の変動により運送費及び保管費率はわずかにアップしましたが、製品規格の見直し等による売上原価率のダウン

や広告宣伝費の減少等により、営業利益は4,048百万円(前年同四半期比＋128.4%)、経常利益は4,472百万円(前年

同四半期比＋143.7%)、四半期純利益は2,773百万円(前年同四半期比＋190.5%)となりました。

　

　各事業部門別の状況は下記のとおりです。

　＜菓子部門＞

国内では、新製品“かるじゃが”、“スクイーズ”が売上を伸ばし、「プリッツグループ」も前年同四半期を上回

りましたが、“メンタルバランスチョコレートＧＡＢＡ”、「ポッキーグループ」及び 「カプリコグループ」等

は前年同四半期を下回りました。また、海外では、タイ、上海の海外子会社が前年同四半期を下回りました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は20,074百万円となり、前年同四半期(20,468百万円)に比べ1.9％

の減収となりました。

 

　＜冷菓部門＞

主力の“アイスの実”が好調に推移し、“パリッテ”も順調に売上を伸ばしました。また、卸売販売子会社も増収

となりました。一方、“ジャイアントコーン”、“牧場しぼり”等は前年同四半期を下回りました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は17,328百万円となり、前年同四半期(15,912百万円)に比べ8.9％

の増収となりました。

 

　＜牛乳・乳製品部門＞

新味フルーツミックスを発売した“ドロリッチ”が好評で、順調に売上を伸ばしました。一方、乳飲料やヨーグル

ト及びプリン関係は前年同四半期を下回りました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は22,436百万円となり、前年同四半期(21,795百万円)に比べ2.9％

の増収となりました。

 

　＜食品部門＞

主力の“２段熟カレー”、“DONBURI亭”が前年同四半期を上回り、“ちょい食べカレー”等の「レトルトカ

レー」も順調に推移しました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は5,792百万円となり、前年同四半期(5,706百万円)に比べ1.5％の

増収となりました。

　

　＜畜産加工品部門＞

“Ａ－グル”等の食品原料は前年同四半期を上回りましたが、ソーセージ等は前年同四半期を下回りました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は8,276百万円となり、前年同四半期(8,342百万円)に比べ0.8％の

減収となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）期末残高は、28,315百万円と

なり、前連結会計年度末（19,581百万円）に比べ8,733百万円増加いたしました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
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　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは6,586百万円(前年同四半期は5,163百

万円）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益4,436百万円、仕入債務の増加額3,651百万円でありま

す。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△2,895百万円(前年同四半期は△

1,294百万円）となりました。主な要因は、有形固定資産の購入額が3,318百万円、投資有価証券の売却及び償還に

よる収入が899百万円であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは4,857百万円(前年同四半期は3,529百

万円）となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が10,000百万円、短期借入金の減少額が3,928百万円、利

息及び配当金の支払額が1,177百万円であります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題　

  当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

１）基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値・

株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考え

ています。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行

われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業

価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害

をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大

量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提

供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必

要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社では、グループとして企業価値の確保・向上に努めておりますが、特に、当社の企業価値の源泉は、長年に

わたって築き上げられた企業ブランド及び商品ブランドにあります。そして、当社は、このようなブランド価値の

根幹にあるのは、①商品開発力の維持、②研究開発力の維持、③食品の安全性の確保、④取引先との長期的な協力

関係の維持、⑤企業の社会的責任を果たすことでの信頼の確保等であると考えております。当社の株式の大量買

付を行う者が、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させられるので

なければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措

置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

２）基本方針の実現のための取組み

（1）基本方針の実現に資する特別な取組み

当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるための特別な取組みは以下のとおりです。

当社グループは、事業の効率性を重要な経営指標として認識し、グループ各社の連係の一層の強化、シナジー効

果の追求、収益性の向上を図っております。また、当社グループは、中長期的な会社の経営戦略として、各部門とも

に消費者の視点からの新製品や新技術の研究開発に積極的に取り組むとともに、流通構造の変化に対応した販売

制度の実現や製造設備の合理化、さらに生産工場の統廃合を実施し、収益力の向上を図り、事業基盤の安定を目指

しています。さらに、安心・安全という品質を維持するために、製造や輸送段階だけでなく資材調達時点での

チェック体制も強化し、消費者やお得意様に信頼される企業であり続けるように努めています。

当社は、中長期的視点に立ち、これら取組みを遂行・実施していくことで、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を向上してまいります。
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３）上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

（1）基本方針の実現に資する特別な取組み（上記２)（1）の取組み）について

上記２）（1）記載の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体

的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。

従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地

位の維持を目的とするものではありません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（注）

第101期事業年度に係る当社定時株主総会の決議により承認を得て導入しておりました当社株式の大量取得行為

に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）は、平成21年5月13日開催の取締役会において、

第104期事業年度に係る当社株主総会終結の時をもって本プランを継続しないことを決議し、平成21年６月26日を

もって本プランは失効いたしました。

(4）研究開発活動　

　  当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、1,187百万円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 470,000,000

計 470,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月７日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 144,860,138 144,860,138
東京証券取引所市場第一部

大阪証券取引所市場第一部

単元株式数

1,000株

計 144,860,138 144,860,138 － －

（２）【新株予約権等の状況】

 　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減
額(百万円)

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成21年４月１日～

平成21年６月30日　
－ 144,860,138 － 7,773 － 7,413

（５）【大株主の状況】

  大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  31,305,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 111,534,000 111,534 －

単元未満株式 普通株式   2,021,138 － －

発行済株式総数          144,860,138 － －

総株主の議決権 － 111,534 －

　

 

②【自己株式等】

 平成21年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

江崎グリコ株式会社
大阪市西淀川区歌島４丁

目６－５
31,305,000 － 31,305,000 21.61

計 － 31,305,000 － 31,305,000 21.61

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

平成21年
５月

平成21年
６月

最高（円） 1,017 983 973

最低（円） 900 902 901

　（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第

１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本

有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,124 11,198

受取手形及び売掛金 30,994 29,971

有価証券 18,581 9,900

商品及び製品 9,416 8,445

仕掛品 1,032 932

原材料及び貯蔵品 11,819 10,841

その他 5,583 5,983

貸倒引当金 △163 △95

流動資産合計 89,389 77,176

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 21,363

※1
 21,291

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 25,779

※1
 25,623

土地 14,657 14,647

その他（純額） ※1
 6,334

※1
 4,900

有形固定資産合計 68,134 66,463

無形固定資産

ソフトウエア 1,117 590

その他 1,417 1,493

無形固定資産合計 2,534 2,083

投資その他の資産

投資有価証券 38,516 36,819

その他 10,265 10,901

貸倒引当金 △422 △392

投資その他の資産合計 48,359 47,328

固定資産合計 119,029 115,875

資産合計 208,419 193,051

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 32,676 28,942

短期借入金 18,094 21,862

未払費用 18,904 18,559

未払法人税等 986 872

役員賞与引当金 － 88

販売促進引当金 1,121 1,195

その他 5,079 4,823

流動負債合計 76,861 76,342
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

固定負債

長期借入金 10,005 5

退職給付引当金 11,960 12,133

役員退職慰労引当金 173 344

その他 4,376 4,117

固定負債合計 26,516 16,601

負債合計 103,378 92,944

純資産の部

株主資本

資本金 7,773 7,773

資本剰余金 7,426 7,426

利益剰余金 114,573 112,935

自己株式 △26,651 △26,639

株主資本合計 103,122 101,495

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,299 △1,228

繰延ヘッジ損益 △600 △635

為替換算調整勘定 △667 △1,231

評価・換算差額等合計 30 △3,095

少数株主持分 1,887 1,707

純資産合計 105,040 100,107

負債純資産合計 208,419 193,051
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 72,225 73,908

売上原価 42,257 41,686

売上総利益 29,968 32,222

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 6,509 6,758

販売促進費 6,749 7,814

広告宣伝費 3,866 3,725

退職給付引当金繰入額 207 292

販売促進引当金繰入額 1,009 －

その他 9,853 9,583

販売費及び一般管理費合計 28,195 28,174

営業利益 1,772 4,048

営業外収益

受取利息 126 109

受取配当金 317 260

その他 437 349

営業外収益合計 880 719

営業外費用

支払利息 66 61

金利スワップ評価損 419 －

繰延ヘッジ損益取崩額 － 59

その他 331 174

営業外費用合計 817 295

経常利益 1,835 4,472

特別利益

固定資産売却益 219 －

貸倒引当金戻入額 － 2

その他 2 －

特別利益合計 221 2

特別損失

投資有価証券評価損 － 1

貸倒引当金繰入額 32 36

特別損失合計 32 37

税金等調整前四半期純利益 2,025 4,436

法人税、住民税及び事業税 626 899

法人税等調整額 344 673

法人税等合計 971 1,572

少数株主利益 99 90

四半期純利益 954 2,773
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,025 4,436

減価償却費 2,329 2,367

販売促進引当金の増減額（△は減少） － △74

退職給付引当金の増減額（△は減少） △296 △173

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39 △171

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △91 △88

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 95

受取利息及び受取配当金 △443 △369

支払利息 66 61

売上債権の増減額（△は増加） △751 △839

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,476 △1,977

仕入債務の増減額（△は減少） 3,633 3,651

その他 1,637 415

小計 5,586 7,333

法人税等の支払額 △422 △747

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,163 6,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △16 △104

定期預金の払戻による収入 135 100

有価証券の取得による支出 － △399

有価証券の売却及び償還による収入 301 －

投資有価証券の取得による支出 △506 △6

投資有価証券の売却及び償還による収入 300 899

有形固定資産の取得による支出 △2,276 △3,318

有形固定資産の売却による収入 226 31

貸付けによる支出 △82 △86

貸付金の回収による収入 201 147

利息及び配当金の受取額 444 353

その他 △20 △513

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,294 △2,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,250 △3,928

長期借入れによる収入 － 10,000

利息及び配当金の支払額 △1,336 △1,177

少数株主への配当金の支払額 △12 △12

自己株式の取得による支出 △1,375 △13

その他 3 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,529 4,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86 185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,312 8,733

現金及び現金同等物の期首残高 15,803 19,581

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 23,115

※
 28,315
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 　──────

２．持分法の適用に関する事項の変更 　──────

３．会計処理基準に関する事項の変更                               ──────

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

1.前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「繰延ヘッジ損益取崩

額」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。な

お、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「繰延ヘッジ損益取崩額」は57百万円でありま

す。

2.前第１四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」

は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第

１四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は2百万円であります。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しており

ました「販売促進引当金の増減額（△は減少)」は、前第２四半期連結累計期間より区分掲記しており、表示方法を統

一するため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１四半期連結累計期間の「営業

活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「販売促進引当金の増減額（△は減少)」は1,009百万円

であります。　

　　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合に、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的

な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法 棚卸資産の簿価切下げに関して、収益性の低下が明らかなものについてのみ

正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、158,059百万円で

あります。減価償却累計額には、減損損失累計額が含ま

れております。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、155,933百万円で

あります。減価償却累計額には、減損損失累計額が含ま

れております。

  ２ （債務保証）   ２ （債務保証）

　＜保証先＞ 　＜金額＞ ＜内容＞

　  従業員 3百万円 住宅資金借入債務

　＜保証先＞ 　＜金額＞ ＜内容＞

　  従業員 8百万円 住宅資金借入債務

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

  ※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

  ※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

 （百万円）

　現金及び預金勘定 14,065

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△303

取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資（有価証

券）

9,353

　現金及び現金同等物 23,115

 

 （百万円）

　現金及び預金勘定 12,124

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△1,500

取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資（有価証

券）

17,691

　現金及び現金同等物 28,315
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式                144,860,138株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式                 31,318,057株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　  配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,135 10平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金

 

 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年６月30日）

  当連結グループは食料品の製造、販売のみの事業であり、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項は

ありません。

 

 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年６月30日）

  全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

 

 

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日　至平成21年６月30日）

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 908.50円 １株当たり純資産額 866.55円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）　　

１株当たり四半期純利益金額 7.43円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 24.43円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 954 2,773

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 954 2,773

期中平均株式数（千株） 128,495 113,546

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。

 

 

EDINET提出書類

江崎グリコ株式会社(E00373)

四半期報告書

19/22



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

江崎グリコ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石橋　正紀　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平井　啓仁　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている江崎グリコ株式会社

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、江崎グリコ株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月７日

江崎グリコ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石橋　正紀　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 平井　啓仁　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている江崎グリコ株式会社

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、江崎グリコ株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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